
滋賀県告示第  号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第

１８条第１項の規定に基づき大津湖南都市計画区域区分を次のとおり変更したので、同

法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定に基づき告示し、同条第

２項の規定に基づき当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。

令和８年２月２７日

滋賀県知事 三 日 月  大 造

１ 都市計画の種類

大津湖南都市計画区域区分

２ 都市計画を変更する土地の区域

大津市の一部、草津市、守山市、栗東市、野洲市および湖南市

３ 図書の縦覧場所

滋賀県土木交通部都市計画課 大津市京町四丁目１－１

滋賀県大津土木事務所管理調整課 大津市松本一丁目２－１

滋賀県南部土木事務所管理調整課 草津市草津三丁目１４－７５

滋賀県甲賀土木事務所管理調整課 甲賀市水口町水口６２００

（案）
資料２
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大津湖南都市計画区域 

総括図（草津市） 

凡 例 

    市街化編入地域 

草津１ 駒井沢町 

14.7ha 調 → 市 

縮尺 A3 1/20,000 

草津２ 青地町 

37.9ha 調 → 市 

草津３ 追分南 

19.5ha 調 → 市 

Ｎ 



縮尺 1:2,500(A3) 

地番界 

番 号 １ 地区名 駒井沢町地区 

図 面 名 計画図 

200％
 

60％ 
第 1中高層

200％
 

80％ 
近隣商業

行政界 

市街化編入区域 

現行市街化区域 

近隣商業地域 

第１種中高層住居専用地域 

草津１ 駒井沢町 

14.7ha 調 → 市 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

縮尺 1:2,500(A3) 

道
路
界
 

道路界 

200％ 

 

60％ 
第 1中高層 

番 号 ２ 地区名 青地町地区 

図 面 名 計画図 

草津２ 青地町 

37.9ha 調 → 市 

行政界 

市街化編入区域 

現行市街化区域 

都市計画公園 

都市計画緑地 

準工業地域 

第１種中高層住居専用地域 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

縮尺 1:2,500(A2) 

道
路
界
 

200％ 

 

60％ 
第 1中高層 

200％ 

 

60％ 
第 1中高層 

200％ 

 

60％ 
工業 

200％ 

 

60％ 
準工業 

200％ 

 

60％ 
第 1種住居 

200％ 

 

60％ 
第 2中高層 

番 号 ３ 地区名 追分南地区 

図 面 名 計画図 

200％ 

 

60％ 
第 2種住居 

市街化編入区域 

現行市街化区域 

都市計画公園 

都市計画緑地 

第１種住居地域 

第２種住居地域 

第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 

準工業地域 

工業地域 

草津３ 追分南 

19.5ha 調 → 市 


